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１．標準化のメリット



GDPの約70％を占めるサービス産業は、国際的に高品質との評価を得ており、

その強みを活かした競争力強化と市場確立が期待されている。

第２次産業（鉱業、製造業、建設業）
26.1%

第１次産業（農林水産業）
0.9%

第３次産業（その他）
72.9%

※2023年 経済活動別ＧＤＰの構成比（名目）

サービス産業は労働生産性が低い、小規模で多様な事業者が多い、業界団体の影響力や評価軸が乏しい

品質に見合う価格設定が難しいといった課題を抱えている。

１ なぜ「サービス標準化」が必要か？
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サービス産業の課題解決のための一つの方策として、

サービス標準化の戦略的な活用が有効

①評価方法が無いサービスの場合

消費者はコストで判断せざるを得ない。

競争領域ではない部分まで各社独自の取り組み。
生産性が低く、クレームが発生しやすい。

②業界の統一基準が無いサービスの場合

共通領域

競争領域

C

コスト
高低

BA

C

コスト
高低

B

A

品

質

品質の評価軸を設けることで、コストに加え品質も競争軸に

高

業界内で基準がすり合うことで、業界全体の生産性が向上

共通領域

競争領域

差別化要素が明確化

共通領域を標準化し生産性向上A社 B社 C社 D社 E社 F社
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１ なぜ「サービス標準化」が必要か？



サービスの提供方法や品質を共通のルールや基準として定めること

誰が提供しても、一定水準以上の品質や安全性を確保できる仕組み

２ サービスの標準化とは

×
標準化するとサービスが均一化して差別化できなくなる

標準化するとサービスが画一化して魅力がなくなる ○
標準化は最低限の品質基準をそろえることであり、そこから上の
価値（付加価値・独自性）で差別化がしやすくなり魅力は際立つ。

× 規格は大企業向けで、中小事業者には負担が大きい ○
標準化により教育・業務手順が明確化され、むしろ小規模事業者
の効率化や信頼獲得につながる。

× 標準化によってコストが増加する ○
標準化によりムダが削減され、品質トラブルやクレーム対応コスト
も減るため、総合的にはコスト削減につながる。

× 標準化は人材獲得に結び付かない ○
標準化により労働環境や安全性が整備され、業界全体のイメージ
が向上。結果として優秀な人材を呼び込みやすくなる。

標準化に関する誤解と実際× ○
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3 標準化のメリット

標準化は、事業者・業界団体・消費者にとって三方よしを実現

品質を訴求できる ：客観的な基準により差別化が可能

価格設定がしやすい：品質に見合った適正価格を提示できる

業務の効率化 ：標準手順により教育・マニュアルが整備しやすい

市場参入の拡大 ：標準に対応することで新規取引や海外進出のチャンスも

健全な競争 ：コストだけでなく品質も競争軸になる

信頼性の向上：業界全体のイメージアップにつながる

持続可能性 ：効率化・人材活用により安定した成長が可能

選びやすい ：品質の見える化で安心して比較・選択できる

信頼できる ：一定水準以上のサービスを受けられる安心感

トラブル防止 ：期待値と実際の差が小さくなり、クレームが減少

消費者のメリット 業界団体のメリット

事業者のメリット

標準化

信頼・安心

全体の品質の底上げ品質の良さを訴求
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２．標準化の活用方法



４ 具体的なサービス規格の例
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ISO 24801-1
レクレーショナルダイビングサービス－レクレーショ
ナルスキューバダイバの訓練のための要求事項

ISO 31101
ロボティクス－サービスロボットが提供するアプリ
ケーションサービス－安全管理システム要求事項

おもてなし規格認証
（おもてなし規格認証機構）

スキューバダイビングの人気上昇に伴い、安全性確
保のため適切なトレーニング提供者の選択が重要
となった。標準化により質の高い訓練と安全性の向
上が図られ、業界全体の信頼性向上に貢献した。

事業者のメリット

利用者のメリット

日本のサービス産業と地域経済を活性化
するために創設された認証制度。すべて
のサービス事業者が高品質なサービスを
提供・維持・向上するための共通枠組みで
あり、ISO 23592（サービスエクセレン
スの国際規格）に準拠している。

サービス事業者がロボットによるサー
ビスを提供する際に必要となる安全
運用マネジメントの基本的な内容を示
し、サービス事業者が実施すべき事項
について規定している。

事業者のメリット

利用者のメリット

事業者のメリット

利用者のメリット

•高品質で信頼できるサービスを選びやすくなる

•自社の取組を客観的に評価でき、ブランド価値が向上

• 安全で安心・高品質なロボットサービスを利用できる

• ロボットサービスの安全性を高め、利用者の信頼を獲得

•信頼性の高いサービス提供により、顧客からの信用と競争力が向上

•安全で質の高い訓練を安心して受けられる、信頼できる提供者を選
びやすくなる



４ 具体的なサービス規格の例 ①新サービス市場創出

ISO 31101
ロボティクス－サービスロボットが提供するアプリケーションサービス－安全管理システム要求事項

規格名称

① サービス事業者が標準を活用することで提供するロボットサービスの安全性を高め、サービスを受ける利用者の信頼を獲得していくことに繋がる。

② 今後普及が期待されるリスクレベルが高いサービスロボットにおいても、重大事故を未然に防ぐことで、飲食店や物流倉庫他におけるサービスロボッ
トの利用が拡大、ロボットによるサービスの市場創出・発展に貢献する。
例： レストランでの配膳、物流倉庫内での商品棚の移動、駅や空港などでの床清掃や警備・案内、介護施設や医療施設などでの介護や物品の配送

策定の背景・目的
• 労働力不足の課題を解決するため、様々な産業においてサービスロボットを用いたサービスの導入が始まりつつある。
• サービスロボットは人がいる場所や人に対するサービスで使われるため、人に危害を加えることのないよう安全性の確保が重要。サービスロボッ

トに対する利用者の信頼を得て、サービスの普及を促進する。

標準化の概要
• ISO 31101（サービスロボットの安全な運用）は、JIS Y 1001 を基に日本が主導して国際標準化を進め、 2023 年に発行された。
• サービス事業者がロボットによるサービスを提供する際に必要となる安全運用マネジメントの基本的な内容を示し、サービス事業者が実施すべき

事項について規定している。

標準化のメリット
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事業者のメリット

利用者のメリット

① 安全で安心・高品質なロボットサービスを利用できる。

② 様々な場所で安全で安心なサービスロボットが普及し、利便性が高まる。



４ 具体的なサービス規格の例 ②安心・安全の担保

ISO 24801-1
レクレーショナルダイビングサービス－レクレーショナルスキューバダイバの訓練のための要求事項

規格名称

① 世界中のダイビングトレーニングサービスの連盟や事業者によって採用、活用されているおり、ISO 24801の要求事項を満たした講習修了者にライ
センスカードの発行が行われている。

② 質の高いトレーニングが要求されるダイビングにおいて、安全性と品質を向上させることで、業界の信頼性を向上させることに貢献した。

策定の背景・目的
• レクレーションとしてのスキューバダイビングの人気が高まっきていた。水中に潜ることで命に関わる問題が起きる可能性があるため、消費者は適

切なトレーニングサービス提供者を選択する必要があった。
• そのため、レクレーショナルダイビングサービスの安全性向上を目的に策定された。

標準化の概要
• 2004年に発行された欧州規格 EN 14153-1 は、レクリエーション・ダイバーとインストラクターの訓練における品質・安全要求を定め、2007

年に ISO 24801-1 として国際規格化され、2014年に改訂された。
• ISO 24801-1:2014 は、監視下のダイバーを超えるスキューバダイバー資格取得に必要な技能・知識・評価基準を規定している。

標準化のメリット
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事業者のメリット

利用者のメリット

① 安全で質の高いダイビング訓練を安心して受けられる。

② 信頼できるサービス提供者を選びやすくなる。



４ 具体的なサービス規格の例 ③SDGｓやエシカル等、新たな評価軸を付加

ISO 21401
観光及び関連サービス－宿泊施設の持続可能性マネジメントシステム－要求事項

規格名称

① サステナビリティ面で観光宿泊施設に対する利用者からの信頼性が高まり、アピールすることができる。

② 自然環境や地域社会に対して活動が与える悪影響を最小化し、それらに対する貢献を最大化するための組織的な取組を促進することができる。

③ 地域コミュニティとの関係を向上させることができる。

④ サステナビリティに対する取組の姿勢を、国際的に認知された ISO 規格に基づいて対外的に示すことができ、ブランドイメージを高めることができる。

策定の背景・目的

• 宿泊施設は観光活動の中心的存在であり、環境への影響改善や地域社会との交流促進、地域経済への貢献に大きな可能性を持つ。しかし、世界各
地で旅行業者や商業団体による持続可能な観光プログラムが多数提唱されてきたものの、宿泊施設に特化した公平で国際的に統一された基準は
これまで存在しなかった。

• あらゆるタイプの観光宿泊施設に対し、持続可能な管理を改善するためのツールとして役立てることを目的に策定された。

標準化の概要
• 観光宿泊施設に持続可能性管理システムを実装するための環境的、社会的、経済的要件を規定。
• 人権、顧客と従業員の安全衛生、環境保護、水・エネルギー消費量・廃棄物削減、地域経済の発展といった、広範な内容が含まれている。

標準化のメリット
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事業者のメリット

利用者のメリット

① 環境等に配慮した宿泊施設を選びやすくなる。

② 利用者自身も、宿泊を通じて地域社会や環境保全に貢献している意識が持てる。



５ 標準化の活用の7類型

品質の強みと
標準化

品質の高さを可視化・評価軸に 提供するサービスの品質を適切に管理・評価するため、一定の基準を設けるA

SDGｓやエシカル等、新たな評価軸を付加
環境･人権配慮といった、新たな価値軸での取組みを進めているサービスについ
て、その内容が正しく評価されるB

新サービス市場創出
新たなサービスについて、標準の活用により信頼性を高め、市場の創出･発展を
促進するC

生産性の向上と
標準化 オペレーション手順等の設定による省コスト化

サービス提供者向けのマニュアルや、ステークホルダーとの確認手順、扱うデー
タの互換性等を標準化することは、自社及び業界全体の生産性の向上に繋がるD

消費者からの
信頼と標準化

情報の非対称性を解消、消費者の選択を支援
無形のため、顧客が良し悪しを判断しにくく、提供者との間でも認識のずれが生
じやすいサービスについて、標準化によるサービス品質･内容の明確化が有効E

安心・安全の担保
安心･安全の面から一定の品質が求められるサービスや、公益性が高い基盤的な
サービスは基準の設定が有効F

多様なプレイヤー
の標準化 業界の方向性統一

参入障壁が低く、新規参入者が多くいることから、業界全体をカバーすることが
難しいサービスについて、標準化により業界の方向性のすり合わせを促進G

分類 類型 内容

サービス分野における標準化の活用方法は、大きく以下の７類型に分類される。
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３．標準化のポイント



６ 標準化（規格づくり）の流れ

課題・ニーズに合った

目的設定

関係者間での

意識共有

標準化対象の

特定

規格内容・要求レベルの

設定

Ｓｔｅｐ 2Step 1 Ｓｔｅｐ 4 Ｓｔｅｐ 5Ｓｔｅｐ 3

• 事業者・団体・消費者・行政などの関
係者全体で目的の妥当性を確認し、
規格活用への意識を共有。

• 規格の内容だけでなく、関係者の意向
を反映した策定プロセス自体が重要。

• 特に顧客・需要家の参加は、規格活用
や認証取得の促進、さらにはサービス
発展への共創に不可欠。

• 標準化の対象（サービス内容・品質、
評価方法、用語、必要スキルなど）を
特定する。

• step1で明確化した標準化の目的を
踏まえ、市場や業界の現状・成熟度に
適した形で行う必要がある。

• 具体的な規格内容（要求事項・推奨事
項など）を設定する。

• たとえば業界全体で最低限守るべき基
準を規格化し信頼性を確保したうえで、
品質向上や差別化を目指す上位規格
を追加的に策定する等の段階的な標
準化も有効。

• 業界の現状を分析したうえで、「標準
活用の7類型」等を参考にしながら、
標準化の目的を明確にする。

• 市場の成熟度に応じて、標準化の目
的を検討する。

• 目的に応じて適切な適合性評価ス
キーム（第三者機関・業界団体など）を
設計する。

• 認証のコストと品質のバランスが重要。
実務的かつ活用しやすい仕組みにする
ためには、認証取得者・顧客・認証機関
が協働して水準を検討することが望ま
しい。

適合性評価の在り方の

検討
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サービス規格作成のための入門ガイド（マニュアル）の活用

• サービス規格作成の基本的な流れやポイント、注意事項などを分かりやすく説明した規格作成の実務者用のマニュアルを
公開中。

14

６ 標準化（規格づくり）の流れ 規格づくりの参考資料



７ 規格発行後の活動

活動 取り組み例

規格発行後の普及活動は、標準の浸透・定着に不可欠
サービス提供者だけでなく、顧客・消費者側へのアプローチも重視

01 サービス提供者等への普及活動

02 顧客・消費者への普及活動

03 関連事業者・機関との連携

04 国・自治体での活用促進

05 海外展開・国際標準化

• 原案作成団体による広報：セミナー、講演、展示会出展、メディア発信
• 表彰制度による認知度向上・モチベーション喚起
• 規格・認証の活用支援やコンサルティング

• 認証マークの積極的活用（認知機会の拡大）SNS
• 動画等を活用した分かりやすい情報発信

• 流通事業者、情報媒体、保険会社などと協働し普及を促進

• 法令・ガイドラインでの参照
• 公共調達基準や補助金要件への採用

• ISO/IEC化や国際フォーラム標準化を通じた海外普及
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16

規格検討・策定段階 規格発行段階

※業界団体等へのヒアリング、基本政策部会、第１・２回WG及び事前説明の意見をもとに作成

インセンティブの明確化、ニーズ起点の規格設計、情報発信・理解促進の強化が重要

メリットづくり

• 標準化による企業の利点の見える化
• コスト・労力とのバランス

ニーズに合わせた規格

• 実態に合った規格開発
• 低コストで対応できる要求事項

合意形成の推進

• 事業者間の価値共創
• 業界内コンセンサス形成支援

積極的な情報発信

• 小規模事業者・消費者への周知
• 海外展開時の文化・制度差の把握

認証メリットの明確化

• 取得効果の見える化、活用価値の訴求
• 認証による業務への好影響の訴求

対応力強化

• 中小事業者の人材・資金不足の解消
• 持続性のある認証制度の検討

８ サービス標準の活用に向けたポイント



４．標準化の取り組み事例



エステティックサービス JIS開発の状況

標準化に取り組む背景

• 余暇・健康市場は今後の成長が期待される一方で、消費者トラブルも多い分野です。その
ため、適正な契約や技能を持つ事業者によるサービス提供など、信頼の確保が欠かせま
せん。

• しかし、法的な参入規制や業界団体への加入義務がなく、団体加入率も低いのが現状で
す。さらに、特定商取引法の遵守が不十分な事業者も見られ、不当な契約によって業界全
体の信用が損なわれるケースもあります。
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標準化の中で直面した課題

• JIS化にあたっては、遵守すべき規則や関連文書（マニュアル、手引き類）が多く、対応の
負担が大きい点が課題です。

• 小規模事業者の多い業界では、著作物となるJISの購入が進まず普及の妨げになる可能
性もあります。

• また、原案作成委員の構成が分かりにくく、業界団体のカバー率が低い場合は、意見集約
のための調査や原案開示範囲の不明確さも問題となっています。

• 利用者への周知に向けて告知方法を検討する必要があります。
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既存の業界認証をベースに要件事項を追加してのJIS化を⽬指した取組み。

業界全体の信頼性向上と品質担保のほか、消費者との間で適正な契約により公正･公平なサービス提供を期待

取り組みのポイント03

• 規格発行後の活用を見据え、消費者がエステティックサロンを選択する時に活用する検
索・予約サイトを運営する情報通信業界関係者を委員に招聘しました。

• 目的に合致する要求事項等を規定するため、顧客や事業者に対して、アンケート調査やヒ
アリング調査を実施しました。

標準化の目的02

• 標準化によって、相談・苦情件数の多い不当な契約や取引に適切に対応するとともに、消
費者に正しい情報を届けるための仕組みを整え、エステティック産業全体の信頼性を高
めていきたいと考えています。

• さらに、適正なサービスを提供できる施術者を育成し、産業発展に貢献していくことも期
待しています。

特定非営利活動法人 日本エステティック機構

理事兼事務局長 高橋 博忠

• 2026年2月頃にJIS原案提出予定。今後のスケジュール
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1984年 法政大学法学部卒業
1994年 エステティック運営会社に就職
2008年 特定非営利活動法人 日本エステティック機構 事務局に入局
2012年 同機構 事務局長
2023年 行政書士資格取得 同機構理事兼事務局長

９ パイロット案件の進捗状況



９ パイロット案件の進捗状況

ブロックチェーン ISO開発の状況

標準化に取り組む背景

• ブロックチェーン技術を利用したデジタルコンテンツの取引市場が、グローバルで活発化
したなど、NFTをはじめとするトークンを通じて作品やデータを流通させる事業が期待さ
れる一方で、トークンの保有者が実際に取得する権利や利用許諾の内容が不明確なケー
スが多いのが現状です。

• 権利内容が明示されている場合でも、ブロックチェーン上ではなく事業者のWebサイト
などに掲載されることが多く、トークンと権利情報の一体性が確保されていません。また、
利用条件の表記や形式が事業者ごとに異なっていることも、トークンの流通促進を妨げ
る要因にもなっています。

01

標準化の中で直面した課題

• ISO規格策定には独自の規則や文化の理解が必要で負担が大きく、適切な研修や専門人
材の現場支援が不可欠です。

• 特にITなど新分野ではデジュール標準の理解やメリットが得にくく、熱意ある人材の参加
に依存している現状がある。今後、日本で成功事例を増やすには、制度や政策面での支援
枠組みが必要です。

04

権利者等がコンテンツに関するブロックチェーン（トークン）を発行する際に、契約条件の記録方法･内容を統一
権利侵害の保護防止、消費者の詐欺販売からの保護、健全な市場育成に寄与することが期待される

取り組みのポイント03

• 日本のコンテンツ業界各社へのヒアリング調査を通じて、事業者のニーズや標準化すべき
データ項目、メリット・デメリットを把握。草案を基にプロトタイプのコンテンツ取引システ
ムを開発し、運用上の課題を抽出・分析して対応策を反映しました。

• さらに、国際会議で草案を事前に発表することで、委員会内での課題認識を醸成し、他国
による先行も防ぐことにもつながりました。

標準化の目的02

• 標準化によって、ブロックチェーン上で権利や利用許諾の内容を明確化し、コンテンツの
保護と流通拡大を図ることで、権利者が安心して創作でき、消費者が安全に楽しめる
NFTその他のコンテンツ市場を育成します。

• また、異なるプラットフォーム間での相互運用性の確立も目的としています。

一般社団法人ジャパン・コンテンツ・ブロックチェーン・イニシアティブ

• 2025年4月に開催されたベルギー総会において、NP提
案を行い8月25日に正式に採択。2028年までの発行を
目指す。

今後のスケジュール

東京工業大学理学部情報科学卒業後、
NTTデータを経て、2008年博報堂に入
社。16年からメディア、コンテンツ領域の
ブロックチェーン活用の研究に取り組む。
20年よりJCBIにて現職。

弁護士・NY州弁護士。ロイター（日・英）
などを経て、アート、エンタテインメント、
ブロックチェーン・AI法務に従事。神戸
大学客員教授、数社の社外役員のほか、
20年よりJCBIにて現職。

法務部会長 岡本 健太郎代表理事 伊藤 佑介             
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サービス規格作成のための入門ガイド

文書名 概要

01
サービス規格開発に初めて取り組む方を対象にした原案作
成のためのマニュアル。JIS のサービス規格について概念・活
用類型を示し、その作成手順を分かりやすくまとめている。

検討段階～

活用時期 QRコード

JIS 等原案作成マニュアル02
原案作成団体が、JIS 原案を作成する際に遵守すべき留意
点を各段階（検討前、体制、事前調査、原案作成、申出、フォ
ローアップ）毎にまとめている。

検討段階～

JIS Z8301 
規格票の様式及び作成方法

03 日本産業規格（JIS）の規格票の構成や、規格の作成方法につ
いて規定する。利用者登録後、JISC ウェブサイトにて閲覧可。

原案作成前～

JIS 原案作成のための手引04 JIS Z8301 を補足し、規格の作成方法の理解促進するもの。原案作成前～

https://webdesk.jsa.
or.jp/pdf/dev/md_61
32.pdf 

https://www.jisc.go.j
p/index.html 

https://webdesk.jsa.
or.jp/pdf/dev/md_63
60_r.pdf

https://www.meti.go.jp/po
licy/economy/hyojun-
kijun/serv_std/pdf/5_3_gui
de_rev_pro.pdf

URL
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